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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末とテレビジョン装置が相互に通信可能な通信システムにおいて、
　前記携帯端末が使用したネットワーク上のサーバーアクセスに使用するアドレスを前記
テレビジョン装置に送信する送信手段と、
　前記アドレスを送信した後、前記携帯端末において前記テレビジョン装置に適合する操
作子を含むテレビジョン装置操作画面に自動的に切換る切換手段と、
を有し、
　前記アドレスは、ＵＲＬであり、
　当該ＵＲＬが動画の供給に用いられるＵＲＬであると認識される場合、前記切換手段は
、前記ＵＲＬの送信後に、前記携帯端末において前記テレビジョン装置操作画面に自動的
に切換える通信システム。
【請求項２】
　前記アドレスは、前記携帯端末用のアドレスを変換して前記テレビジョン装置用のアド
レスとする請求項１記載の通信システム。
【請求項３】
　前記携帯端末は、前記アドレスを前記テレビジョン装置に送信した後に、前記テレビジ
ョン装置からアクノーリッジを受信すると、当該アクノーリッジを受信したときに前記テ
レビジョン装置操作画面に切り替える請求項１記載の通信システム。
【請求項４】
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　前記携帯端末は、前記テレビジョン装置が電源オン状態からスタンバイ状態又は電源オ
フ状態のいずれかになると、前記テレビジョン装置操作画面から当該テレビジョン装置操
作画面の前に表示していた画面に戻す請求項１記載の通信システム。
【請求項５】
　前記携帯端末は、前記アドレスを送信した後、アドレス送信用操作画面から前記テレビ
ジョン装置操作画面に切り替える請求項１記載の通信システム。
【請求項６】
　テレビジョン装置及びネットワーク上のサーバーと相互に通信可能な携帯端末において
、
　前記ネットワーク上のサーバーへのアクセスに使用するアドレスを前記テレビジョン装
置に送信する送信手段と、
　前記アドレスを送信した後、前記テレビジョン装置に適合する操作子を含むテレビジョ
ン装置操作画面に自動的に切換る切換手段と、
を有し、
　前記アドレスは、ＵＲＬであり、
　当該ＵＲＬが動画の供給に用いられるＵＲＬであると認識される場合に、前記切換手段
は、前記ＵＲＬの送信後に、前記テレビジョン装置操作画面に自動的に切換える携帯端末
。
【請求項７】
　前記アドレスを前記テレビジョン装置に送信した後であって、前記テレビジョン装置か
らアクノーリッジを受信したときに、前記切換手段は、前記テレビジョン装置操作画面へ
の切り替えを行う請求項６記載の携帯端末。
【請求項８】
　前記テレビジョン装置が電源オン状態からスタンバイ状態又は電源オフ状態のいずれか
へ変更される場合、前記切換手段は、前記テレビジョン装置操作画面から当該テレビジョ
ン装置操作画面の前に表示していた画面へさらに切り替える請求項６記載の携帯端末。
【請求項９】
　前記切換手段は、前記アドレスを送信した後、アドレス送信用操作画面から前記テレビ
ジョン装置操作画面に切り替える請求項６記載の携帯端末。
【請求項１０】
　携帯端末及びネットワーク上のサーバーと相互に通信可能なテレビジョン装置において
、
　前記ネットワーク上のサーバーへのアクセスに使用するアドレスを受信する場合、前記
携帯端末に対して当該テレビジョン装置に適合する操作子を含むテレビジョン装置操作画
面に自動的に切換るための情報を前記携帯端末に送信する送信手段、
を有し、
　前記アドレスはＵＲＬであり、当該ＵＲＬが動画の供給に用いられるＵＲＬであると認
識される場合に、前記携帯端末が前記ＵＲＬを受信すると、前記携帯端末に対して前記情
報を送信し、当該携帯端末において前記テレビジョン装置操作画面に自動的に切り替えさ
せるテレビジョン装置。
【請求項１１】
　テレビジョン装置及びネットワーク上のサーバーと相互に通信可能な携帯端末の通信方
法において、
　前記ネットワーク上のサーバーアクセスに使用するアドレスを前記テレビジョン装置に
送信し、
　前記アドレスは、ＵＲＬであり、
　当該ＵＲＬが動画の供給に用いられるＵＲＬであると認識される場合に、前記アドレス
を送信した後、前記テレビジョン装置に適合する操作子を含むテレビジョン装置操作画面
に自動的に切換える携帯端末の通信方法。
【請求項１２】
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　前記アドレスを前記テレビジョン装置に送信した後、前記テレビジョン装置からアクノ
ーリッジを受信すると、当該アクノーリッジを受信したときに前記テレビジョン装置操作
画面に切り替える請求項１１記載の携帯端末の通信方法。
【請求項１３】
　前記テレビジョン装置が電源オン状態からスタンバイ状態又は電源オフ状態のいずれか
になると、前記テレビジョン装置操作画面から当該テレビジョン装置操作画面の前に表示
していた画面へさらに切り替える請求項１１記載の携帯端末の通信方法。
【請求項１４】
　前記アドレスを送信した後、アドレス送信用操作画面から前記テレビジョン装置操作画
面に切り替える請求項１１記載の携帯端末の通信方法。
【請求項１５】
　テレビジョン装置及びネットワーク上のサーバーと相互に通信可能な携帯端末のコンピ
ュータに、
　前記ネットワーク上のサーバーアクセスに使用するアドレスを前記テレビジョン装置に
送信する送信機能と、
　前記アドレスを送信した後、前記テレビジョン装置に適合する操作子を含むテレビジョ
ン装置操作画面に自動的に切換る切換機能と、
を有し、
　前記アドレスは、ＵＲＬであり、
　当該ＵＲＬが動画の供給に用いられるＵＲＬであると認識される場合に、前記切換機能
は、前記ＵＲＬの送信後に、前記テレビジョン装置操作画面に自動的に切換えることを実
現させる携帯端末の動作プログラム。
【請求項１６】
　前記アドレスを前記テレビジョン装置に送信した後、前記テレビジョン装置からアクノ
ーリッジを受信すると、前記切換機能は、前記アクノーリッジを受信したときに前記テレ
ビジョン装置操作画面に切り替える請求項１５記載の携帯端末の動作プログラム。
【請求項１７】
　前記テレビジョン装置が電源オン状態からスタンバイ状態又は電源オフ状態のいずれか
になると、前記切換機能は、前記テレビジョン装置操作画面から当該テレビジョン装置操
作画面の前に表示していた画面へさらに切り替える請求項１５記載の携帯端末の動作プロ
グラム。
【請求項１８】
　前記切換機能は、前記アドレスを送信した後、アドレス送信用操作画面から前記テレビ
ジョン装置操作画面に切り替える請求項１５記載の携帯端末の動作プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は携帯端末とテレビジョン装置による通信システム、携帯端末、テレ
ビジョン装置、携帯端末の通信方法、携帯端末の動作プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末として、携帯電話、タブレット、パーソナルデジタルアシスタント（Ｐ
ＤＡ）、無線モデム、ラップトップコンピュータ、パーソナルコンピュータ、その他各種
の携帯端末が開発されている。また上記の携帯端末とテレビジョン装置とを通信手段を介
して連携させる技術も開発されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－７７６７１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように携帯端末とテレビジョン装置とを通信手段を介して連携させる技術が開発
されている。一方では、携帯端末とテレビジョン装置のそれぞれは、機能を拡張する、ま
た性能をアップするなどの独自での技術改良が行われている。
【０００５】
　このような技術改良が行われたとしても携帯端末とテレビジョン装置の互いの機能が十
分に実行され、かつ互いの機能が損なわれることがないように設計された通信システム及
び装置が要望される。
【０００６】
　本実施形態では、テレビジョン装置の操作の技術改良に適応できるようにした、携帯端
末とテレビジョン装置による通信システム、携帯端末、テレビジョン装置、携帯端末の通
信方法、携帯端末の動作プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態によれば、携帯端末とテレビジョン装置が相互に通信可能な通信システムにお
いて、携帯端末が使用したネットワーク上のサーバーアクセスに使用するアドレスをテレ
ビジョン装置に送信する送信手段と、アドレスを送信した後、携帯端末においてテレビジ
ョン装置に適合する操作子を含むテレビジョン装置操作画面に自動的に切換る切換手段と
を有し、アドレスは、ＵＲＬであり、当該ＵＲＬが動画の供給に用いられるＵＲＬである
と認識される場合、切換手段は、ＵＲＬの送信後に、携帯端末においてテレビジョン装置
操作画面に自動的に切換える。アプリケーションは、ネットワークをアクセスして取得し
たコンテンツを表示器に出力するためにレンダリングするプログラムコードである。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態の基本的概念を説明するために、携帯端末と中継器とテレビジョン装置
を示す図である。
【図２】図１の携帯端末と中継器とテレビジョン装置を機能ブロック化して示す図である
。
【図３】図１の携帯端末が表示した画面の各種の例を示す図である。
【図４】図１の携帯端末が表示した画面の他の例を示す図である。
【図５】図１の携帯端末がＵＲＬをテレビジョン装置へ送信する際の動作例を説明するた
めに示した図である。
【図６】図１の携帯端末に対して通信相手となるデバイスを登録する際の登録手順を説明
する図である。
【図７】図１のテレビジョン装置の構成例を示すブロック図である。
【図８】図１の携帯端末の構成例を示すブロック図である。
【図９】図１の中継器の動作例を示すフローチャートである。
【図１０】図１の携帯端末の動作例を示すフローチャートである。
【図１１】図１のテレビジョン装置の動作例を示すフローチャートである。
【図１２】図１の携帯端末からテレビジョン装置へＵＲＬが送信されたときのテレビジョ
ン装置が起動するときの動作例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態（本発明の実施形態ではなく、単なる実施形態）について図面を参照
して説明する。
【００１０】
　図１は、実施形態の基本的概念を説明するために、携帯端末と中継器とテレビジョン装
置を示す図である。５００は、携帯端末であり、中継器（アクセスポイント）３００を介
してテレビジョン装置１００と相互通信を行うことができる。中継器３００は、近距離無
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線通信が可能な各種の方式を採用することが可能である。
【００１１】
　携帯端末５００と、中継器３００が無線接続或いは有線接続される、また中継器３００
とテレビジョン装置１００とが無線接続或いは有線接続される。さらには、携帯端末５０
０とテレビジョン装置１００とが直接無線或いは有線接続される方式でも構わない。
【００１２】
　図２は、図１の携帯端末５００と中継器３００とテレビジョン装置１００を機能ブロッ
ク化して示す図である。携帯端末５００はタブレットと称されることもあり、中継器３０
０を介して、例えば、モバイル用ＵＲＬをパーソナルコンピュータ用（ＰＣ用）ＵＲＬに
変換してテレビジョン装置１００へ送信することができる。テレビジョン装置１００は、
受信したＰＣ用ＵＲＬを利用して、サーバー（図示せず）をアクセスして、コンテンツを
取得あるいはブラウジングすることができる。
【００１３】
　テレビジョン装置１００は、携帯端末５００からのＵＲＬを受け取ったとき、ＵＲＬに
対応するアプリケーションを自動的に起動し、続いてサーバーをアクセスする。
【００１４】
　タブレット５００がＵＲＬを変換してテレビジョン装置へ送信する場合は、例えば次に
記載するようにドメイン名部分を変換する。
【００１５】
モバイル用ＵＲＬ：http://m.youtube.com/watch?v=R4jVMMCLn4E
ＰＣ用ＵＲＬ　　：http://www.youtube.com/watch?v=R4jVMMCLn4E
　変換ルール例（sedを使った場合）は、例えば次のように、ドメイン部分を変換するた
めの定数が記述された変換ルールで処理が実行される。
【００１６】
　　sed s/'¥/¥/m.youtube.com¥/'/'¥/¥/www.youtube.com¥/'/
　　入力コマンド：$ echo http://m.youtube.com/watch?v= R4jVMMCLn4E | sed s/'¥/¥/
m.youtube.com¥/'/'¥/¥/www.youtube.com¥/'/
　　出力：http://www.youtube.com/watch?v=R4jVMMCLn4E
　なお上記のＵＲＬ変換は、テレビジョン装置内部で実施して、変換されたＵＲＬをテレ
ビジョン装置が使用してもよい。またここに記載した変換例は一例であり、これに限定さ
れるものではない。たとえば複数のサイトのＵＲＬをテーブルとして保有し、いずれかが
選択される方式でも構わない。さらにまた、携帯端末５００或いはテレビジョン装置１０
０が外部サーバーにアドレスを送信し、変換されたアドレスを受け取り、受け取ったアド
レスを使用する方法でもよい。つまり携帯端末内若しくは記テレビジョン装置内、若しく
は前記携帯端末及び又は前記テレビジョン装置が通信を行う外部サーバーの何れかに設け
られてもよい。外部サーバーとしては、特定の会社あるいは機関のビジネスサーバーが利
用されてもよい。
【００１７】
　図３（Ａ）は、携帯端末５００の初期画面に各種のアイコンが表示された状態を示して
いる。このアイコンの中から例えば“ＵＲＬ送信”ボタン５５１にタッチ操作（ポイント
操作と称してもよい）を行うと、図３（Ｂ）のように、サイト選択画面に移行する。サイ
トとしては、例えば“Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標）”、“Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ（登録商標）”
などがある。ここで、ユーザが例えば“Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ”のボタン５５２にタッチ操作
すると、図３（Ｃ）のように、センドボタン(Send)５５５が表示されるとともに、モバイ
ル用ＵＲＬに基づいて、ユーチューブ（登録商標）のサイトの画面５６０が表示される。
【００１８】
　ここで、ユーザが、ＵＲＬをテレビジョン装置へ送信するための“Ｓｅｎｄ”ボタン５
５５を操作すると、テレビジョン装置１００では、ユーチューブのサイト画面が表示され
る。テレビジョン装置１００は、ユーチューブのサーバーをアクセスする場合、ＰＣ用の
ＵＲＬを使用し高画質の映像信号を取得して表示する。
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【００１９】
　通常、携帯端末５００は、モバイル用のＵＲＬを使用するので低解像度 もしくは低品
質、低画質、もしくは標準画質（ＳＤ：Standard)の映像信号を取得して表示するが、テ
レビジョン装置１００は、ＰＣ用のＵＲＬを使用するので、高解像度もしくは高品質、高
画質質もしくは高画質（ＨＤ：High Definition）の映像信号を取得することができる。
【００２０】
　また図３（Ｃ）の画面では、携帯端末５００をポインターモードに切り換えるための操
作用アイコン５５６、キーボードモードに切り換えるための操作用アイコン５５７も表示
される。
【００２１】
　図３（Ｄ）は、図３（Ｃ）の状態の携帯端末５００がポインターモードに切換ったとき
の画面の一例を示している。ユーザは、この画面上に指をタッチし、滑らせることにより
操作し、テレビジョン装置の画面上のポインタ位置を移動させることができる。戻る操作
ボタン５６５にタッチ操作すると、図３（Ｃ）の表示画面に戻ることができる。図３（Ｅ
）は、図３（Ｃ）の状態の携帯端末５００がキーボードモードに切換ったときの画面の一
例を示している。この場合も戻る操作ボタン５６５にタッチ操作すると、図３（Ｃ）の表
示画面に戻ることができる。図３（Ｅ）の画面には、操作キー群５６６が表示される。タ
ッチ方式により、キー操作を行いテキストの入力を行うと、テキスト表示領域５６８にテ
キストが表示される。
【００２２】
　図３（Ｄ）の状態の携帯端末５００において、画面に表示されているブラウザコントロ
ールボタン５６７にタッチすると、図３（Ｆ）のように、ブラウザ操作のための操作ボタ
ン５７１－５７６が表示される。操作ボタン５７１は、ブラウザ画面を戻すバックボタン
、操作ボタン５７２は、ブラウザ画面を次に進めるためのフォワードボタン、操作ボタン
５７３は、ブラウザ画面を再度ロードするためのロードボタン、操作ボタン５７４は、ブ
ラウザを停止させるための停止ボタン、操作ボタン５７６はカーソル移動と決定を行うた
めのカーソルボタン５７６である。又この画面においてもブラウザコントロールボタン５
６７が表示されており、このブラウザコントロールボタン５６７を操作すると、図３（Ｄ
）の画面に戻ることができる。
【００２３】
　したがって、テレビジョン装置１００が例えばユーチューブのサイトを表示した状態に
あり、何らかの操作が必要な場合は、ユーザは、携帯端末５００を図３（Ｄ）又は図３（
Ｅ），または図３（Ｆ）のように切り換えて操作卓として利用することができる。
【００２４】
　なお、携帯端末５００には、フレームにバックキー（図示せず）が設けられており、こ
のバックキーを操作することで、図３（Ａ）の初期画面に一挙に戻ることができる。
【００２５】
　携帯端末５００は、ネットワーク上のサーバーアクセスに使用するアドレスをテレビジ
ョン装置１００に送信する送信手段と、アドレスを送信した後、テレビジョン装置１００
の動作状態に適合する操作子を表示した、例えば図４に示すようなテレビジョン装置１０
０の操作画面に自動的に切換る切換手段とを有する。　
　携帯端末５００は、ＵＲＬの送信時に、当該ＵＲＬが動画供給のコンテンツ用であると
認識すると、上記切換手段は、ＵＲＬの送信後に、例えば図４に示すようなテレビジョン
装置１００の操作画面に自動的に切換える。　
　携帯端末５００は、ＵＲＬをテレビジョン装置１００に送信した後、このテレビジョン
装置１００からアクノーリッジを受信すると、上記切換手段は、テレビジョン装置１００
の操作画面に切り替える。
【００２６】
　携帯端末５００は、テレビジョン装置１００が電源オン状態からスタンバイ状態又は電
源オフ状態のいずれかになると、上記切換手段は、テレビジョン装置１００の操作画面か
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ら当該テレビジョン装置１００の操作画面の前に表示していた画面に戻す。上記切換手段
は、ＵＲＬを送信した後、アドレス送信用操作画面からテレビジョン装置１００の操作画
面に切り替える。
【００２７】
　一方、テレビジョン装置１００は、ネットワーク上のサーバーアクセスに使用するＵＲ
Ｌを受信すると、携帯端末５００に対して当該テレビジョン装置１００の動作状態に適合
する操作子を表示するテレビジョン装置１００の操作画面に自動的に切換るためのアクノ
ーリッジを携帯端末５００に送信する。
【００２８】
　上記したように、本実施形態では、携帯端末５００からモバイル用ＵＲＬをＰＣ用ＵＲ
Ｌに変換してテレビジョン装置１００に送信する。この場合、テレビジョン装置１００を
操作する操作の種類が予め分かっている場合（あるいは操作の種類が予め固定の場合）は
、携帯端末５００の画面を自動的に切り換えて、操作子を表示しても良い。例えば図４に
示すように、戻る、一時停止、再生、早送り、早戻し、停止、こま送り、こま戻し、記録
、などの操作子５８１－５８８が一斉に表示されてもよい。
【００２９】
　または、携帯端末５００からテレビジョン装置１００へ送信したＵＲＬが動画サイトの
ものであった場合は、携帯端末側では、テレビジョン操作用の再生操作画面（例えば図４
）に切換り、ウエブサイトのものであった場合は、テレジョン操作用のポインター操作画
面（例えば図３（Ｄ））に切換るようにしてもよい。
【００３０】
　図５は、携帯端末５００がＵＲＬを送信したときに、携帯端末５００が動作する手順を
概略的に示している。ＵＲＬの送信は、初めてであるか否かをチェックする（ブロック又
はステップＳ１）。初回であれば、デバイス選択メニューを表示する（ステップＳ２）。
２回目以降であれば、ＵＲＬの変換処理を実行して、前回接続したテレビジョン装置１０
０へＵＲＬを送信する（ステップＳ５，Ｓ６）。ＵＲＬの送信が確認されたら、コントロ
ール画面に切換ってもよい。ＵＲＬの送信の確認は、テレビジョン装置１００からアクノ
ーリッジを受け取ったときに確定する。コントロール画面への切換りは、自動的に実行さ
れてもよいし、ユーザがポインターモード、或いはキーボードモードを選択したときに切
換ってもよい。
【００３１】
　なお、ステップＳ５に移る前のステップＳ４で、テレビジョン装置１００と交信が可能
か否かの判定が行われていてもよい。ただしステップＳ４は必ずしも必須ではない。
【００３２】
　図６は、携帯端末５００により、デバイス選択が行われるときの手順を詳しく示してい
る。デバイス選択メニュー（ステップＳＥ１：図５のステップＳ２に対応）に移行した場
合、携帯端末５００に登録されているデバイス名が表示される。図の例では、デバイスと
してＴＶ１と、レコーダＡ，レコーダＢが表示されている。次に、ユーザが何れかのデバ
イス名（例えばＴＶ１）をポイント（タッチ）して選択すると、この選択したデバイス（
機器）は、ＵＲＬ受付可能な仕様かどうかを判定する。この判定は、例えば携帯端末５０
０からテレビジョン装置１００に問い合わせを行い、応答を受け、判定している。判定結
果、ＵＲＬ受付不可能なデバイスであった場合、「このデバイスは、ＵＲＬ受付できませ
ん」というメッセージを表示して終了する（ステップＳＥ２，ＳＥ３）。
【００３３】
　ステップＳＥ２で、選択したデバイス（例えばＴＶ１）がＵＲＬ受付可能であることが
判定された場合、選択したデバイスは、登録済みであるかどうかの判定を行う（ステップ
ＳＥ５）。登録済みであれば、終了、つまり図５のステップＳ５に移行するが、未登録で
あれば、携帯端末５００は、デバイス名５９１と共に登録画面５９２を表示する。そして
、「ＴＶに表示されているＰＩＮ番号を入力してください」というメッセージを表示する
。
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【００３４】
　メッセージは、図の例であれば、４桁の数字の入力を促している。ユーザは、携帯端末
５００に表示されたテンキーをタッチ操作し、ＰＩＮ番号を入力する。入力ミスした場合
は、クリアキー「Ｃ」を操作すると、１文字ずつ下の桁からクリアされる。４文字の入力
を確定したい場合は、決定キー「Ｄ」が操作される。これにより、ＰＩＮ番号の入力済み
と判定され（ステップＳＥ７）、「ＵＲＬ送信可能です」というメッセージが表示され、
図５のステップＳ５に移行する。
【００３５】
　図７は、本実施形態に関わるテレビジョン受信装置の構成例を示すブロック図であり、
図８は同じく本実施形態に関わる携帯端末の構成例を示すブロック図である。
【００３６】
　テレビジョン受信装置は、例えばスクランブルされたデジタル地上波放送信号を受信す
る複数のチューナを含むデジタルチューナ装置１０２を有する。デジタルチューナ装置１
０２は例えばＢＳ／ＣＳデジタル放送受信用のチューナ（図示せず）が含んでも良い。
【００３７】
　チューナ装置１０２で受信された放送番組の信号は、ＴＳ処理部１２２に入力され、複
数のチャンネル（ＣＨ）のＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｓｔｒｅａｍ）が１つのＴＳに再
多重される。多重ＴＳは各チャンネルの放送番組のパケット列を含む。各チャンネルのパ
ケットには、チャンネル及びパケット識別用の識別情報が付加されている。多重ＴＳは、
記憶装置１１１に入力される。またＴＳ処理部１２２に入力したＴＳの中で、制御情報を
含むパケットは、制御部２００に入力されて処理される。
【００３８】
　記憶装置１１１は、例えば、ハードディスクドライバー、光ディスク記録再生装置を含
む。光ディスクにはデジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ），ブルーレイディスク（Ｂ
Ｄ）などが含まれる。
【００３９】
　ＴＳ処理部１２２から制御部２００に送られるパケットは、例えば、放送番組の暗号化
情報であるＥＣＭ（Entitlement Control Message）と、番組名、出演者、開始時刻など
のイベント情報を記述したテーブルであるＥＩＴ（Event Information Table）などの情
報、ＥＰＧ（Electric Program Guide：電子番組ガイド）情報を含む。
【００４０】
　パケットに含まれる映像データは、例えばＭＰＥＧ(Moving Picture Expert Group)方
式、ＡＶＣ(Advanced Video Coding)方式などでエンコードされている。またオーディオ
パケット内のオーディオデータは、例えば、ＰＣＭ(Pulse Code Modulation)方式、Ｄｏ
ｌｂｙ　方式、ＭＰＥＧ方式などでエンコードされている。ＡＶデコーダ１２６は、番組
の映像パケットと、オーディオパケットを分離し、各パケット内のデータを各方式に応じ
てデコードする。
【００４１】
　したがって、ＴＳ処理部１２２で分離されたパケットの中でオーディオデータを含むパ
ケットは、オーディオデコーダ１２３に入力され、符号化方式に応じた復号化が実施され
る。オーディオデコーダ１２３でデコードされたオーディオデータは、オーディオデータ
処理部１２４で同期処理、音量調整などを施され、オーディオ出力部１２５に供給される
。オーディオ出力部１２５は、スピーカシステムに応じたステレオ分離処理などを実行し
、出力をスピーカ１２６に供給する。
【００４２】
　ＴＳ処理部１２２で分離されたパケットの中で映像データを含むパケットは、映像デコ
ーダ１３１に入力され、符号化方式に応じた復号化が実施される。映像デコーダ１３１で
デコードされた映像データは、映像データ処理部１３２で、同期処理、輝度調整、色調整
などが実施される。映像データ処理部１３２の出力は、映像出力部１３３に供給される。
映像出力部１３３は、制御部２００からのデータ、図形、番組表などをメイン映像信号に
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多重することができる。また映像出力部１３３は、出力映像信号に対して表示器１３４に
応じたスケール、解像度、ライン数、アスペクト比などを設定して、表示器１３４に向け
て出力する。
【００４３】
　なお、有料番組のオーディオパケット、映像パケットが暗号化されている場合もある。
この場合、鍵情報を用いて暗号化を解くための処理系統もあるがここでは省略している。
【００４４】
　制御部２００は、中央演算処理ユニット（ＣＰＵ）２０１、操作コマンド処理部２０２
、通信制御部２０３、操作デバイス管理部２０４、表示処理部２１１、メモリ２１２を含
む。さらにＥＰＧ(Electric program guide)データ処理部、記録制御部、などを含むがこ
こでは示していない。
【００４５】
　ＣＰＵ２０１は、制御部２００の全体の動作シーケンスの調整を行っている。操作コマ
ンド処理部２０２は、外部から入力する操作コマンドを解析し、コマンドに応じた動作を
テレビジョン受信装置１００に反映させることができる。操作デバイス管理部２０４は、
制御部２００に対して操作信号を与える携帯端末５００，５０１、リモートコントローラ
１１５などのデバイス識別データを把握し、管理することができる。
【００４６】
　表示処理部２１１は、映像出力部１３３を介して表示器１３４に表示される映像信号を
全般的に制御することができる。また表示処理部２１１は、画像信号の解像度、表示サイ
ズ、表示エリアなどの調整処理を行うこともできる。また、ＥＰＧデータを用いて作成し
た番組表の映像信号や、操作信号に応じて制御部２００内で作成されたメニュー映像信号
を映像出力部１３３に供給することができる。メモリ２１２は、制御部２００内で保存す
る各種のデータ、アプリケーションなどを保存することができる。
【００４７】
　通信制御部２０３は、外部との通信を行い、操作コマンド、データ、コンテンツ、など
を取り込むことができる。取り込まれたコンテンツ、及びデータは、例えば記憶装置１１
１、或いはメモリ２１２に格納されることができる。通信制御部２０３は、テレビジョン
受信装置１００から外部に向けて、データ、コンテンツ、などを送信することができる。
【００４８】
　通信制御部２０３は、無線通信送受信部１１３、有線通信送受信部１１２と接続されて
いる。有線通信送受信部１１２は、インターネットを介して、遠隔サーバー、或いはホー
ムサーバーとの間でデータの送受信を行うことができる。無線通信送受信部１１３は、複
数の携帯端末５００、５０１との間でデータの送受信を行うことができ、近距離通信用で
ある。また、テレビジョン受信装置１００は、リモートコントローラ１１５からの操作信
号を、赤外線受信部１１４を介して受け取ることもできる。
【００４９】
　携帯端末５００、５０１は、テレビジョン受信装置１００をリモートコントロールする
こともできる。
【００５０】
　携帯端末５００、５０１は、図示しない基地局、インターネットなどを介してサーバー
をアクセスすることができる。サーバーが提供するコンテンツは勿論のこと、各種のアプ
リケーション、ゲームソフトなどをダウンロードし、無線通信送受信部１１３を介して、
制御部２００に転送することが可能である。また携帯端末５００、５０１は、コンテンツ
を取得するための情報（例えばウェブサーバーのアドレス、メールアドレス、ネットワー
クアドレスなど）を、無線通信送受信部１１３を介して、制御部２００に転送することが
可能である。
【００５１】
　上記したウェブサーバーのアドレス、メールアドレスなど、さらには動画、静止画、写
真画像などをここでは「お勧め情報」あるいは「興味情報」と称してもよい。
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【００５２】
　制御部２００は、携帯端末５００や５０１からコンテンツ、アプリケーション、或いは
ゲームソフトが転送されてくるときは、通信制御部２０３が動作する。
【００５３】
　通信制御部２０３は、受け取ったコンテンツをメモリ２１２に格納する。コンテンツは
、操作コマンドに応じて、或いは自動的に記憶装置１１１に格納されてもよい。記憶装置
１１１は、受け取ったコンテンツを例えばハードディスクに記録させることができる。ハ
ードディスクにおいては、コンテンツはコンテンツファイルとして管理される。
【００５４】
　表示用のメニュー映像信号、番組表映像信号などは、表示処理部２１１に格納及びまた
は管理されている。メニューの表示、番組表の表示が行われるときは、メニュー画面デー
タ、番組表映像信号が、表示制御部２０３の制御に基づき、データ格納部（メモリ或いは
ハードディスク）から読み出され、表示処理部１２８に供給される。これにより、メニュ
ー画像や番組表画像が表示器１３０に表示される。
【００５５】
　表示用のメニュー映像信号、番組表映像信号などは、携帯端末５００或いは５０１に送
信されることもできる。携帯端末５０１或いは５０２がメニュー映像信号、番組表映像信
号など要求した場合、表示処理部２１１は、メニュー映像信号、番組表映像信号を送信す
ることができる。
【００５６】
　携帯端末５０１或いは５０２は、メニュー映像信号、番組表映像信号をタッチ式パネル
の画面に表示することができ、ユーザは、タッチ（或いはポイント）式パネルの画面に表
示された操作ボタンに触れることにより、テレビジョン受信装置に動作指令信号を与える
ことができる。
【００５７】
　図８は、携帯端末５００の構成例を示している。表示器５１１は映像表示部として動作
し、かつタッチスクリーンとして動作することができる。メニュー画像が表示されている
とき、ユーザが所望の項目にタッチすると、その操作入力が、制御部５２０の操作コマン
ド処理部５２４で認識される。例えば、タッチ操作が、電話機能を選択する操作入力であ
った場合、動作モード設定部５２６が、携帯端末５００を携帯電話モードに設定する。
【００５８】
　表示器５１１１には、ダイヤル入力を行うための操作画面が表示される。所望の宛先の
ダイヤル入力の操作が行われると、携帯電話機能部５２５が、データ処理部３０２、通信
制御部５１３Ａ、送受信器５１４Ａ、アンテナ５１５Ａを介して通信相手の呼び出しシグ
ナルを送信する。通信先との回線が接続状態になると、通信相手からの信号が送受信器５
１４Ａ、通信制御部５１３Ａ、データ処理部５１２を介して復号される。そして音声デー
タがスピーカ５１６から出力される。またこちらかの音声データは、マイクロホン５１７
を介してデータ処理部５１２で処理され、通信制御部５１３Ａに送られる。そして送信デ
ータとして送受信器５１４Ａを介して通信相手に送信される。
【００５９】
　メモリ５２１は、データを一時的に保存したり、或いはアプリケーションを格納するた
めに利用される。５２３はバッテリであり、充電可能である。
【００６０】
　携帯端末５００は、例えば、インターネットを介してコンテンツ或いはアプリケーショ
ンをダウンロードすることができる。またダウンロードしたコンテンツ或いはアプリケー
ションをデータ転送部３２７の制御に基づいて、例えば図１に示すテレビジョン受信装置
に転送することができる。この場合、携帯端末５００は、外観上は中継器として機能して
いる。近距離通信は、通信制御部５１３Ｂ、送受信器５１４Ｂ、アンテナ５１５Ｂを介し
て実施される。通信制御部５１３Ａ，５１３Ｂ，送受信器５１４Ａ，５１４Ｂ、アンテナ
５１５Ａ、５１５Ｂは、一体化されて構成されていてもよい。そして、送受信モードに応
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じて遠距離通信、近距離通信が切り替えられてもよい。また携帯端末５００は、カメラ５
１８と画像処理部５２９を有しても良い。
【００６１】
　携帯端末５００は、外部のサーバー、或いはテレビジョン受信装置からコンテンツをダ
ウンロードし、表示器５１１に表示することができる。
【００６２】
　図９は、図１に示した中継器３００の中継動作を示すフローチャートである。電波或い
は入力高周波信号を受信し、送信信号に電力変換して電波あるは出力高周波信号として出
力する。なお送受信方式は、各種の近距離無線通信方式があるので、いずれを採用しても
よい。これにより携帯端末とテレビジョン装置とのコミュニケーションが可能となる。ま
た中継器３００は、上記したようなＵＲＬの変換機能を備えても構わない。
【００６３】
　図１０は、携帯端末５００がＵＲＬをテレビジョン装置１００へ送信する場合の動作フ
ロー例を示している。図３で示したように、ＵＲＬ送信ボタン５５１が操作されると、Ｕ
ＲＬリストが例えば、サイトの名称として表示される（ステップＳＢ１）。次に、ユーザ
が所望のサイトの名称を選択し、送信指令（Ｓｅｎｄ）を入力すると、当該サイトをアク
セスするためのＵＲＬの変換処理が実行される（ステップＳＢ２，ＳＢ３）。なおこの変
換処理がテレビジョン装置側で行われるときは、ステップＳＢ３は無くてもよい。次に、
ステップＳＢ４ではＵＲＬの送信処理が実施される。
【００６４】
　テレビジョン装置側からＵＲＬを受信した旨のアクノーリッジを受けた場合（ステップ
ＳＢ５）、携帯端末５００は、自動的に画面が切換ってもよいし、現状を維持していても
良いし、或いはユーザの操作に応じて切換ってもよい。画面が切換った状態としては、図
３、図４で説明したようにポインターモード、キーボードモード、ブラウザ操作子の表示
状態などがある。
【００６５】
　ステップＳＢ５において、テレビジョン装置側からＵＲＬを受信した旨のアクノーリッ
ジを受信しなかった場合、携帯端末５００は同じＵＲＬをＸ回送信したかどうかを確認す
る（ステップＳＢ１０）。携帯端末５００は同じＵＲＬをＸ回送信していない場合は、再
送信指令を出力する（ステップＳＢ１１）が、同じＵＲＬをＸ回送信してしまっている場
合は、警告を表示する（ステップＳＢ１２）。
【００６６】
　図１１は、携帯端末５００から送信されたＵＲＬを受信するテレビジョン装置１００側
の動作を示すフローチャートである。データを受信したら、次にデータを解析し、受信デ
ータがＵＲＬを含むかどうかを判定する（ステップＳＣ１，ＳＣ２，ＳＣ３）。受信デー
タにＵＲＬが含まれていた場合、アクノーリッジを携帯端末５００に向けて送信する（ス
テップＳＣ４）。受信データにＵＲＬが含まれていなかった場合、受信データに含まれて
いるデータ内容に応じた他の処理を実行する（ステップＳＣ５）。
【００６７】
　アクノーリッジを携帯端末５００に向けて送信した後、テレビジョン装置１００は、こ
れからアクセスするサイトに応じたアプリケーションを起動する。このアプリケーション
は、ネットワークをアクセスして取得したコンテンツを表示器に出力するためにレンダリ
ングするプログラムコードである。例えばブラウザ対応、或いはユーチューブ対応のアプ
リケーションを起動する。次に受信したＵＲＬに基づいて、サーバーをアクセスし、デー
タ（コンテンツ）をダウンロードして、表示する（ステップＳＣ７、ＳＣ８、ＳＣ９）。
【００６８】
　テレビジョン装置１００は、受信したＵＲＬがＰＣ用ＵＲＬであった場合は、そのまま
高画質のコンテンツを取得するためのアドレスとして使用する。しかしテレビジョン装置
１００は、受信したＵＲＬがモバイル用ＵＲＬであった場合は、これをＰＣ用ＵＲＬに変
換して、高画質のコンテンツを取得するためのアドレスとして使用する。
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【００６９】
　図１２には、携帯端末５００からテレビジョン装置１００へＵＲＬが送信されたとき、
テレビジョン装置１００が起動するときの動作例を示している。
【００７０】
　まず、テレビジョン装置１００は、電源の状態として、通常電源オフ状態と、スタンバ
イ状態がある。
【００７１】
　ただし通常電源オフ状態であっても、無線通信送受信部１１３、有線通信送受信部１１
２、通信制御部２０３は、コマンド処理部２０２、メモリ２１２は、アクティブ状態にあ
り、外部からのデータを受信することができる。
【００７２】
　スタンバイ状態（節電状態と称してもよい）は、例えば、オーディオデコーダ１２３、
オーでイオデータ処理部１２４、オーディオ出力部１２５、映像デコーダ１３１、映像デ
ータ処理部１３２、映像出力部１３３、表示器１３４がオフし、他の部分はアクティブ状
態にある。
【００７３】
　本実施例の携帯端末５００は、テレビジョン装置１００がスタンバイ状態又は電源オフ
状態のいずれかに応じて使用しているネットワーク上のＵＲＬをテレビジョン装置１００
の電源オン用の信号としてテレビジョン装置１００に送信する送信手段を有する。この送
信手段は、テレビジョン装置１００がスタンバイ状態であれば、テレビジョン装置１００
を本格的電源オン状態にするトリガとしてＵＲＬを送信する。この送信手段は、テレビジ
ョン装置１００が電源オフ状態であれば、マジックパケットを送信してテレビジョン装置
１００を起動し、この起動した後に、ＵＲＬをテレビジョン装置１００に送信する。
【００７４】
　一方、テレビジョン装置１００は、携帯端末５００で使用されているネットワーク上の
ＵＲＬを受信すると、本格的電源オン状態にする電源オン手段と、ＵＲＬを用いて取得し
たコンテンツを表示するためのアプリケーションを自動的に起動する起動手段とを有する
。このテレビジョン装置１００は、スタンバイ状態であれば、ＵＲＬを受信すると、この
ＵＲＬの受信をトリガとして本格的電源オン状態にする。このテレビジョン装置１００は
、電源オフ状態であれば、携帯端末５００から送信されたマジックパケットを受信して起
動し、この起動した後に、ＵＲＬを受信して当該ＵＲＬを用いて取得したコンテンツを表
示するためのアプリケーションを自動的に起動する。
【００７５】
　すなわち、本実施例のテレビジョン装置は、スタンバイ状態のときにＵＲＬを受信した
とき、コマンド処理部２０２が、単なるデータ受信ではなく、ＵＲＬ受信動作をテレビジ
ョン装置全体の本格的電源オン指令として解釈することができる。これにより、テレビジ
ョン装置１００は、全体が起動し、ユーチューブの画像表示状態、或いはブラウザ状態に
移行する。またこのときは携帯端末５００にアクノーリッジを送信することができる。
【００７６】
　またテレビジョン装置が通常電源オフ状態にあった場合も、上記と同様に、コマンド処
理部２０２が、ＵＲＬ受信動作をテレビジョン装置全体の本格的電源オン指令として解釈
することができる。
【００７７】
　しかし、テレビジョン装置によっては、通常電源オフ状態から電源オン状態に移行する
ために遠隔操作により特殊なデータ例えばマジックパケットを必要とするものもある。こ
のような場合は、コマンド処理部２０２は、ＵＲＬを受信しても電源を起動しない場合も
ある。このような状況では、携帯端末５００は、ＵＲＬを送信した後、アクノーリッジを
一定時間内に受信しないことになる。このときは、携帯端末５００は、マジックパケット
とＵＲＬの先頭に付加して、テレビジョン装置１００へ送信する。これにより、テレビジ
ョン装置１００は、本格的な電源オン状態に移行し、ユーチューブの画像表示状態、或い
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【００７８】
　上記したように、本実施形態によると、ネットワークのサーバーをアクセスして動画の
コンテンツを取得して表示するテレビジョン装置と、携帯端末５００とが相互関連して動
作することができる。
【００７９】
　即ち携帯端末５００は、ウエブ上の動画サイトアクセスのためのＵＲＬをテレビジョン
装置へ送信することができる。この場合、携帯端末向けの低画質用ＵＲＬは、高画質用Ｕ
ＲＬに自動変換されるデジタルテレビジョン装置では高品質の動画を再生することができ
る。即ち、本実施形態に係るシステムでは、携帯端末５００が使用したネットワーク上の
第１のアドレスをテレビジョン装置に送信する経路上で変換するもので、前記第１のアド
レスを前記テレビジョン装置の性能に適合し、かつ前記テレビジョン装置が使用可能で、
かつ前記テレビジョン装置の特定のアプリケーションを起動するトリガとなる第２のアド
レスを含む情報に変換する変換手段を有する。
【００８０】
　これによりテレビジョン装置では、動画コンテンツを再生する場合、テレビジョン装置
の解像度に適合した動画を再生できることになる。
【００８１】
　本実施形態では、携帯端末からテレビジョン装置へ送信したＵＲＬが動画サイトのもの
であった場合は、携帯端末側では、テレビジョン操作用の再生操作画面に切換り、ウエブ
サイトのものであった場合は、テレジョン操作用のポインター操作画面に切換ることがで
きる。つまり、テレビジョン装置が受信するサイト画面を操作するのに最適な操作画面（
ＵＲＬのコンテンツに応じたテレビジョン操作画面）に切換ることができる。これにより
ユーザによる画面選択・切り換え操作の手間を省略することができる。
【００８２】
　また本実施形態では、携帯端末がＵＲＬをテレビジョン装置へ送信した際に、このこと
がトリガとなり、テレビジョン装置の電源がアクティブスタンバイである場合、自動的に
電源を本格的オンにして、受信したＵＲＬのウエブページを表示することができる。ユー
ザによる電源オン操作を介さずに、目的とするウエブサイトのコンテンツを取得して表示
することができる。
【００８３】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００８４】
１００・・・テレビジョン装置、３００・・・中継器、５００・・・携帯端末、
１０２・・・チューナ装置、１１１・・・記憶装置、１２２・・・ＴＳ処理部、１２３・
・・オーディオデコーダ、１２４・・・オーディオデータ処理部、１２５・・・オーディ
オ出力部、１２６・・・スピーカ、１３１・・・映像デコーダ、１３２・・・映像データ
処理部、１３３・・・映像出力部、１３４・・・表示器、１１２・・・有線通信送受信部
、１１３・・・無線通信送受信部、２００・・・制御部、２０１・・・ＣＰＵ、２０２・
・・コマンド処理部、２０３・・・通信制御部、２０４・・・操作デバイス管理部、２１
１・・・表示処理部、２１２・・・メモリ、５００，５０１・・・携帯端末、５１１・・
・表示器、５１２・・・データ処理部、５１４Ａ，５１４Ｂ・・・送受信器、５１３Ａ，
５１３Ｂ・・・通信制御部、５２０・・・制御部、５２４・・・操作コマンド処理部、５
２７・・・データ転送部。
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